
議案第 ６７ 号 

 

損害賠償の額の決定及び和解について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第 

１３号の規定により、損害賠償の額を決定し、和解することについて、議会

の議決を求める。 

 

              令和 ７ 年１２月１２日 提 出      

                   燕市長  佐 野 大 輔    

 

 

記 

 

１ 和解の相手方 

   市内在住者  

 

２ 事故の概要  

  令和７年９月１７日午前９時３０分頃、燕市立燕東小学校の駐車場に

おいて、市職員が刈払機を操作した際に、小石等の飛散により駐車中の

車両が破損したもの。  

 

３ 和解の内容  

（１）市の過失割合を１０割とし、市は相手方に対し、  

損害賠償金５２６，５４５円を支払う。  

（２）市及び相手方は、和解成立後、本件に関し一切異議申し立て、請求及

び訴えの提起を行わない。  
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